
上尾市病児・病後児保育の実施に関する規則を廃止する規則をここに公布

する。  

令和８年３月３１日  

  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第５１号  

上尾市病児・病後児保育の実施に関する規則を廃止する規則  

上尾市病児・病後児保育の実施に関する規則（平成２０年上尾市規則第５

９号）は、廃止する。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則による廃止前の上尾市病児・病後児保育の実施に関する規則第

１５条及び第１９条の規定は、なおその効力を有する。  

 

 


